
建ぺい率 容積率（※1）
W：前面道路幅員

道路斜線 隣地斜線 北側斜線 高さ制限 対象建築物 指導対象 対象建築物 指導内容 緑　化

２００％ 共同住宅

（Ｗ×４/１０） 高さ１３ｍ超え

２００％ 共同住宅

（Ｗ×４/１０） 高さ１３ｍ超え

２００％ 共同住宅

（Ｗ×６/１０） 高さ１３ｍ超え

４００％ 共同住宅

（Ｗ×６/１０） 高さ２０ｍ超え

２００％ 共同住宅

（Ｗ×６/１０） 高さ１３ｍ超え

２００％ 共同住宅

（Ｗ×６/１０） 高さ１３ｍ超え

２００％ 共同住宅

（Ｗ×６/１０） 高さ１３ｍ超え

２００％ 共同住宅

（Ｗ×６/１０） 高さ１３ｍ超え

館山市の都市計画について 複数の用途に属する敷地の制限 建築関係法令・主な問い合わせ先 その他の地域地区（都市計画法８条）

都市計画区域 ：館山市全域 容積率・建ぺい率 敷地面積の加重平均 略称・通称 電話 用途地域 一部該当

区域区分 ：非線引き 斜線制限 敷地の各部分ごと 建築基準法 安房土木事務所建築宅地課 0470-22-4340 特別用途地区 該当なし

日影規制 日影の生ずる区域ごと 農地法 館山市農業委員会事務局 0470-22-3539 特例容積率適用地区 該当なし

その他の建築規制 22条区域・防火規制 厳しい方の規制による 自然公園法 安房土木事務所管理課 0470-22-4342 特定用途制限地域 該当なし

建築基準法22条区域 ：館山市全域（商業地域を除く） 用途地域 敷地の過半に属する区域 河川法 安房土木事務所管理課 0470-22-4342 高層住居誘導地区 該当なし

外壁後退 ：該当なし 館山市建設課 0470-22-3631 高度地区・高度利用地区 該当なし

壁面後退 ：該当なし 宅地等開発事業（開発行為） 海岸法 安房土木事務所管理課 0470-22-4342 特定街区 該当なし

最低敷地面積の制限 ：該当なし 　・1,000㎡～3,000㎡未満：届出 砂防法 館山市危機管理課 0470-22-3442 防火地域又は準防火地域 一部該当

建築協定 ：該当なし 　・3,000㎡以上：許可（事前協議を経て） 地すべり等防止法 館山市危機管理課 0470-22-3442 該当なし

角地緩和 ：安房土木事務所建築宅地課 急傾斜地法（※2） 館山市危機管理課 0470-22-3442 景観地区又は準景観地区 該当なし

地区計画 ：１カ所あり（北条第一地区：旧南高跡地周辺） 建蔽率（※1） 土砂災害防止法 館山市危機管理課（市内に該当なし） 0470-22-3442 風致地区 該当なし

災害危険区域 ：安房土木事務所管理課 例：住居系地域内で前面道路幅員４ｍの場合 森林法 館山市農水産課 0470-22-3397 駐車場法第3条第1項の規定による駐車場整備地区 該当なし

土砂災害警戒区域 ：安房土木事務所管理課 　４×（４/１０）＝１６０％　＜　地域容積率２００％ 文化財保護法 館山市教育委員会教育部博物館 0470-23-5212 臨港地区 一部該当

宅地造成等工事規制区域 ：館山市全域（R7.5.26から規制開始） 　⇒　容積率は厳しい１６０％が適用 航空法 国土交通省東京航空局保安部運航課 03-5275-9321 歴史的風土特別保存地区 該当なし

特定盛土等規制区域 ：該当なし（宅地造成等工事規制区域外において指定） 国土利用計画法 館山市都市計画課 0470-22-3640 第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区 該当なし

造成宅地防災区域 ：該当なし 廃棄物処理法(廃掃法) 館山市環境課 0470-22-3354 特別緑地保全地区 該当なし

建築物再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 下水道法・浄化槽法 館山市下水道課 0470-22-3661 流通業務地区 該当なし

利用促進区域 リゾート法（※3） 総合企画部産業拠点整備戦略課土地利用政策班(市全域) 043-223-2393 生産緑地地区 該当なし

地表面粗度区分 ：安房土木事務所建築宅地課 重要土地等調査法 内閣府重要土地等調査法コールセンター 0570-001-125 伝統的建造物群保存地区 該当なし

農業振興地域 ：用途地域以外のほぼ全域 防衛・風力発電調整法 防衛省HP送信フォーム 航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区 該当なし

農用地区域 ：農業振興地域の一部 盛土規制法 0470-22-8711 ※高さ13ｍ超えの建築物の場合 　

　※農業振興地域・農用地区域ともに詳細は農水産課へ 　 県条例50条の3に該当する恐れあり
大規模小売店舗立地法 ：千葉県商工労働部経営支援課（市雇用商工課） ※3：総合保養地域整備法

館山市景観条例 ：有り （館山駅西口地区は重点地区） その他

【届出要件】 →高さ10ｍ超え又は 法定外公共物 館山市建設課 0470-22-3631

　建築面積500㎡超え 雨水放流先 道路管理者

浄化槽放流先 放流先による

民泊 千葉県衛生指導課 043-223-2627

民泊制度コールセンター 0570-041-389

　　　　　　　　　　　館山市の建築規制等　 Ｒ８．４

用途地域
建　築　基　準　法 館山市中高層建築物の建設に関する指導要綱

日　影　制　限

住
居
系

第１種中高層
住居専用地域

６０％ ２００％ １.２５/１ ２０ｍ+１.２５/１ なし
対象：高さ10ｍを超える建築物

４ｈ（5-10ｍライン）－２．５ｈ（10ｍ超ライン）
測定水平面　４ｍ

な　　し 高さ１０ｍ超
近隣居住者への

説明

共同住宅

な　　し 高さ１０ｍ超 戸数の８０％の
駐車場

敷地外縁１ｍ
（Ｗ×４/１０） 高さ１３ｍ超え

第１種住居地域 ６０％ １.２５/１ ２０ｍ+１.２５/１ なし
対象：高さ10ｍを超える建築物

５ｈ（５-10ｍライン）－３ｈ（10ｍ超ライン）
測定水平面　４ｍ

敷地外縁１ｍ

建築計画の
事前公開第２種住居地域 ６０％ １.２５/１ ２０ｍ+１.２５/１ なし

対象：高さ10ｍを超える建築物
５ｈ（５-10ｍライン）－３ｈ（10ｍ超ライン）

測定水平面　４ｍ
な　　し 高さ１０ｍ超 敷地外縁１ｍ

商
業
系

近隣商業地域 ８０％ １.５０/１ ３１ｍ+２.５/１　 なし なし な　　し 高さ１３ｍ超
　

管理人の常駐
　（３０戸以上）

敷地外縁１ｍ

商業地域
８０％ １.５０/１ ３１ｍ+２.５/１　 なし なし な　　し 高さ２０ｍ超 な　　し

（準防火地域）

街並み景観への
配慮工

業
系

準工業地域 ６０％ １.５０/１ ３１ｍ+２.５/１　 なし なし な　　し 高さ１３ｍ超 敷地外縁１ｍ

市長への
事前協議

工業地域 ６０％ １.５０/１ ３１ｍ+２.５/１　 なし なし な　　し 高さ１３ｍ超
風害対策への

配慮

敷地外縁１ｍ

指定なし

自然公園区域内 ６０％ １.５０/１ ２０ｍ+１.２５/１ なし
対象：高さ10ｍを超える建築物

５ｈ（５-10ｍライン）－３ｈ（10ｍ超ライン）
測定水平面　４ｍ

な　　し 高さ１３ｍ超

敷地外縁１ｍ

な　　し 高さ１３ｍ超一般地域 ７０％ １.５０/１ ２０ｍ+１.２５/１ なし
対象：高さ10ｍを超える建築物

５ｈ（５-10ｍライン）－３ｈ（10ｍ超ライン）
測定水平面　４ｍ

問合せ先

密集市街地整備法第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区

：該当なし

防衛省防衛政策局運用基盤課

安房地域振興事務所地域環境保全課

※2：急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律


